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１．議事日程（令和４年第３回北広島町議会定例会）

令和４年９月６日

午 前 １ ０ 時 開 会

於 議 場

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第５号 令和３年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率につい

て

日程第５ 報告第６号 放棄した債権の報告について

日程第６ 議案第５３号 令和３年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第７ 議案第５４号 令和３年度北広島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

日程第８ 議案第５５号 令和３年度北広島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

日程第９ 議案第５６号 令和３年度北広島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第10 議案第５７号 令和３年度北広島町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第11 議案第５８号 令和３年度北広島町電気事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第12 議案第５９号 令和３年度北広島町芸北財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

日程第13 議案第６０号 令和３年度北広島町診療所特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第14 議案第６１号 令和３年度北広島町情報基盤整備事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第15 議案第６２号 令和３年度北広島町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について

日程第16 議案第６３号 令和３年度北広島町水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて

日程第17 発議第７号 決算審査特別委員会の設置について

日程第18 議案第６４号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

日程第19 議案第６５号 北広島町大朝グラウンド設置及び管理条例の一部を改正する条例

日程第20 議案第６６号 北広島町宿泊研修施設の設置及び管理条例の一部を改正する条例

日程第21 議案第６７号 北広島町サテライトオフィス設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例

日程第22 議案第６８号 北広島町営住宅設置、整備及び管理条例の一部を改正する条例

日程第23 議案第６９号 北広島町児童遊園設置及び管理条例を廃止する条例

日程第24 議案第７０号 広島県水道広域連合企業団の設立について
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２．出席議員は次のとおりである。

３．欠席議員は次のとおりである。

４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名

５．職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 三 宅 克 江 議会事務局 田 邉 五 月

日程第25 議案第７１号 令和４年度北広島町一般会計補正予算（第５号）

日程第26 議案第７２号 令和４年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第27 議案第７３号 令和４年度北広島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第28 議案第７４号 令和４年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第29 議案第７５号 令和４年度北広島町介護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第30 議案第７６号 令和４年度北広島町電気事業特別会計補正予算（第１号）

日程第31 議案第７７号 令和４年度北広島町診療所特別会計補正予算（第１号）

日程第32 議案第７８号 令和４年度北広島町水道事業会計補正予算（第１号）

日程第33 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について

１番 亀 岡 純 一 ２番 伊 藤 立 真 ３番 敷 本 弘 美

４番 中 村 忍 ５番 佐々木 正 之 ６番 山 形 しのぶ

７番 美 濃 孝 二 ８番 梅 尾 泰 文 １０番 服 部 泰 征

１１番 宮 本 裕 之 １２番 湊 俊 文

９番 伊 藤 淳

町 長 箕 野 博 司 副 町 長 畑 田 正 法 教 育 長 池 田 庄 策

芸北支所長 槇 原 ナギサ 大朝支所長 沼 田 真 路 豊平支所長 細 川 敏 樹

危機管理課長 野 上 正 宏 総 務 課 長 川 手 秀 則 財政政策課長 国 吉 孝 治

管 財 課 長 高 下 雅 史 まちづくり推進課長 矢 部 芳 彦 税 務 課 長 植 田 優 香

町 民 課 長 大 畑 紹 子 福 祉 課 長 芥 川 智 成 保 健 課 長 迫 井 一 深

農 林 課 長 宮 地 弥 樹 商工観光課長 中 川 克 也 建 設 課 長 竹 下 秀 樹

上下水道課長 寺 川 浩 郎 消 防 長 日 田 靖 成 学校教育課長 植 田 伸 二

生涯学習課長 小 椿 治 之 会計管理者 細 居 治
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午 前 １０時 ００分 開 会

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（湊俊文） おはようございます。連日新型コロナウイルス感染者が出ている状況にありま

す。感染された方々には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い回復を切に願う

ものであります。これからも町民一丸となって感染予防対策を講じてまいりましょう。さて、

さきの議会運営委員会において、省エネ・節電対策の取組の一環として、服装をクールビズに

努めることとしました。暑い方は、上着を脱いでいただいても結構です。併せて、新型コロナ

ウイルス感染症の感染防止のため、議場内においてもマスクを着用することとしております。

マスクをしたままで議事進行させていただきます。提案説明や質疑、答弁を行う際もマスクを

したまま、はっきりと発言するよう努めてください。皆様のご理解とご協力をお願いいたしま

す。ただいまの出席議員は１１名です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和４年

第３回北広島町議会定例会を開会します。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、

あらかじめお手元に配付したとおりです。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１ 会議録署名議員の指名について

○議長（湊俊文） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。本定例会の会議録署名議員は、

会議規則第１２７条の規定により、５番、佐々木議員、６番、山形議員を指名いたします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２ 会期の決定について

○議長（湊俊文） 日程第２、会期の決定について議題とします。お諮りします。本定例会の会期

は、本日９月６日から２６日までの２１日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長（湊俊文） ご異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から９月２６日

までの２１日間に決定いたしました。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３ 諸般の報告

○議長（湊俊文） 日程第３、諸般の報告をいたします。議長報告は配付しておりますとおりです。
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次に、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、例月出納検査の結果報告書が提出され

ております。お手元に配付したとおりです。以上で、議長報告を終わります。次に、町長から

行政報告の申し出がありますので、これを許します。箕野町長。

○町長（箕野博司） おはようございます。行政報告をさせていただきます。資料のほうの２ペー

ジをお願いします。危機管理課の関係です。地域防災力の強化ということで、防災会議、防災

講習等記載のとおり開催をしております。それから防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構

築事業ということで、今朝の新聞にも出ておりましたが、昨日、防災拠点設置及び災害時相互

支援体制構築事業配備式ということで、氏神工業団地の一番上のとこにありますけども、防災

拠点倉庫を設置をしておりますし、そこへ重機等も配備をしてということで、セレモニーをさ

せていただきました。Ｂ＆Ｇ財団からの援助をいただいての事業であります。３ページをお願

いします。消防団の関係であります。水防工法訓練、実践工法訓練ということで、６月に大佐

スキー場のほうで、団員１２９名が集まって訓練を実施していただきました。財政政策課の関

係です。４ページをお願いします。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金という

ことで、記載のとおり、今実施をさせていただいておるところであります。それから、来年の

広島サミット県民会議ということでありますが、広島サミット県民会議というのを７月に設立

をさせていただいて、これから来年に向けて県全体で盛り上げていこうということで進めてい

るところであります。５ページをお願いします。企業版ふるさと納税の関係でありますが、８

月２０日現在で、今年度５件、４８０万円のご寄附をいただいておるところであります。それ

から包括連携協定でありますけども、今回８月に三井住友海上あいおい生命保険株式会社と連

携協定を結ばせていただきました。内容としては、町民の健康づくり、健康寿命の延伸、また

町内企業の健康経営の普及等に関することを進めていくということであります。それから、ま

ちづくり推進課の関係です。８ページをお願いします。地域づくりセンター事業として、スマ

ホ教室５回開催をさせていただいておるところであります。９ページをお願いします。大朝海

洋センター運営事業、大朝Ｂ＆Ｇ海洋センターリニューアルオープンを６月にさせていただき

ました。プールのリニューアルでありますけども、この夏は、リニューアル後ということで使

っていただいております。それから一般社団法人北広島町まちづくり会社はなえーる、５月に

設立をして、今ふるさと納税の関係を中心に事業者訪問をしながらヒアリングをしたり、新規

商品開発依頼をしたりしているところであります。またブランディング戦略ということで、ワ

ーキング会議を商工会、観光協会等とも一緒に会議を開催をして、協議をしているところであ

ります。１２ページ、福祉課の関係であります。命の授業ということで、命の大切さや性の正

しい知識、結婚、妊娠、子育て等をテーマとした命の授業を７月に大朝中学校、豊平中学校で

それぞれ開催をさせていただいております。１４ページ、保健課の関係であります。元気づく

り推進事業ということで、元気リーダーコース、町内６１会場で、今年度延べ参加人数が６５

２５人ということで、７月末まででありますけども、頑張っていただいておるところでありま

す。それから介護予防普及啓発事業、サロン等の出前講座、認知症総合支援事業、認知症カフ

ェ等再開をかなり進めてきていただいておるところでございます。農林課の関係、１７ページ

であります。令和４年度の主食用水稲の作付計画でありますが、生産の目安１９４６ｈａに対

して作付をされるのが１８７９．５ｈａということで、作付率は９６．６％ということになっ

ております。それから水田活用の直接支払交付金に係る作付計画面積でありますけども、加工

用米ＷＣＳ、米粉用米、飼料用米、合わせて２６８．７ｈａということで、昨年に比べて４５
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ｈａ増えているというところであります。また、その他の基幹作物、小麦、大豆、そば、飼料

作物の合計で２５１．３ｈａ、昨年から比べますと、１１ｈａ増えているというような状況で

あります。それから１８ページ、鳥獣被害対策専門員の導入ということで書かせていただいて

おります。８月から１名、この鳥獣対策の専任者ということで設置をさせていただいておると

ころであります。県とも連携しながら進めてまいりたいと考えております。商工観光課の関係、

１９ページであります。観光振興対策事業ということで、神楽の振興でありますけども、道の

駅舞ロードＩＣ千代田神楽の日ということで、６月から８月まで書かせていただいております。

徐々に再開に向けて軌道に乗ってきつつあると思っております。また６月には千代田地域の千

代田神楽共演大会も開催をしていただいたところであります。それから北広島観光プロモーシ

ョン事業として、２０ページでありますが、安佐動物公園のほうで、ナイトサファリが８月に

行われましたが、その来場者を対象に観光ＰＲをさせていただいたところであります。それか

ら広域観光連携事業として、ＦｕｎＲｉdｅひろしまｉｎやまがたサイクルランド２０２２と

いうことで、８月に北広島町と安芸太田町合同で、２年間はお休みがあったんですけども、３

年ぶりに再開をさせていただきました。９１名の参加者がありました。有名サイクリストと交

通ルールを遵守しながら、両町合わせて６か所のエイドステーション、休憩所を経由して、楽

しくサイクリングを行ったというところであります。２１ページ、建設課の関係です。地域施

工支援事業、昨年の災害対応で、合わせて２０２件採択をさせていただいておるところであり

ます。２２ページには、令和３年災害復旧事業として書かせていただいております。全体の件

数は２２５件あるわけでありますが、そのうち１１９件が契約済みになっております。率にし

たら５３％ということで、まだまだこれからということでありますが、件数が多いので、すぐ

に終了ということにはなりませんけども、しっかり災害復旧を進めてまいりたいと思っており

ます。その下、流域治水のプロジェクトということで書かせていただいております。先般の７

月２５日に江の川上流域、三次、安芸高田市、北広島町、広島市も一部ありますけども、特定

都市河川に指定されました。これからいよいよ協議を始めていくということになります。上下

水道の関係であります。２３ページお願いします。水道事業でありますが、水道事業の広域連

携、これについて第４回の広島県水道企業団設立準備協議会が７月に開催されました。本議会

でも提出しておるわけでありますが、企業団設立を１１月、それから来年度からの事業のスタ

ート目指して進めておるところであります。よろしくお願いをいたします。私からの報告は以

上であります。教育委員会関係は、教育長より報告をさせていただきます。

○議長（湊俊文） 池田教育長。

○教育長（池田庄策） 教育委員会から教育行政に関わって報告を申し上げます。２４ページをお

開きください。まず、学校教育課でございますが、８月２２日、北広島町初任者研修会を開催

をさせていただきました。下にまいりますが、大朝地域公立小学校将来のあり方の説明会を開

催をしております。大朝中学校は７月１５日、新庄小学校は７月２１日、大朝小学校は７月２

２日、大朝こども園は８月３０日に開催をさせていただきました。２５ページをお願いいたし

ます。安心・安全な学校施設でございますが、豊平中学校多目的室女子トイレ等改修工事、３

年度の繰越しでございますが、期間が令和４年３月６日から令和４年８月３１日でございます。

八重小学校校舎・体育館屋根外壁等改修工事につきましては、６月９日から令和５年３月３１

日でございます。次に、芸北小学校校舎・体育館防水改修工事設計業務でございますが、期間

は４月２８日から令和４年９月３０日まででございます。次に、北広島町学校給食センター新



- 6 -

築工事設計業務でございますが、期間は、７月２９日から令和５年３月３１日まででございま

す。その下でございますが、北広島町学校給食センター進入路設計業務でございますが、令和

４年８月２５日から令和５年３月３１日まででございます。次に、２６ページ、生涯学習課関

連でございますが、ふるさと夢プロジェクト事業の町内民泊が開催することができております。

対象は、豊平、八重東小学校が６月１４日から１６日、新庄、大朝小学校が７月１２日から７

月１４日、芸北小学校が７月２０日から２２日でございます。次のページをお願いいたします。

２７ページでございますが、文化財保護事業及び自然館事業は、これもコロナ感染対策をしな

がら、たくさんの行事を開催することができております。教育委員会からは以上でございます。

○議長（湊俊文） 以上で、町長、教育長の行政報告を終わります。これをもって諸般の報告を終

わります。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第４ 報告第５号 令和３年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率について

○議長（湊俊文） 日程第４、報告第５号、令和３年度決算における健全化判断比率及び資金不足

比率について報告を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、議案集の１ページをお願いします。報告第５号、令和３年度決算

における健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により報告するものです。詳細につきましては、担

当から説明します。

○議長（湊俊文） 財政政策課長。

○財政政策課長（国吉孝治） 報告第５号、令和３年度決算における健全化判断比率、資金不足比

率につきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項

の規定により、財政政策課から報告いたします。なお、同法律に基づきまして監査委員の審査

を受けました結果は、別途配付させていただいております審査報告書のとおりでございますの

で、併せてご覧ください。まず、健全化判断基準項目及び本町における早期健全化基準につい

てご説明いたします。実質赤字比率は、普通会計の赤字比率を示すもので、本町においては１

３．３５％、連結実質赤字比率は、全会計の赤字比率を示すもので、本町におきましては１８．

３５％、実質公債費比率は一部事務組合を含めた公債費に係る一般会計負担額を示すもので、

これは本町に限らずなんですが、２５％、将来負担比率は第３セクターを含めた負債額を示す

もので、こちらも本町に限るものではありませんが、３５０％であり、この４項目のうち１項

目でも基準以上である場合、早期健全化団体として財政健全化計画を策定し、実質的な改善努

力により財政健全化を図ることが求められております。また、将来負担比率を除く別に設定さ

れた財政再生基準の３項目、実質赤字比率２０％、連結実質赤字比率３０％、実質公債費比率

３５％、このうち１項目でも基準以上である場合、財政再生団体として財政再生計画を策定し、

国などの関与により確実な再生を図らなければなりません。本町の数値を申しますと、実質赤

字比率は一般会計、情報基盤整備事業特別会計を合わせた普通会計において、実質収支が黒字

であったことから該当しておりません。連結実質赤字比率につきましても、普通会計に特別会

計及び公営企業会計であります水道事業会計の全会計を連結した実質収支が黒字であったため、
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該当しておりません。実質公債費比率につきましては１３．７％で、基準であります２５％未

満であることから、その基準には達しておりません。昨年度よりも０．７ポイント改善をして

おります。町の全会計に一部事務組合及び第三セクターを含めた全負債額の比率である将来負

担比率は５７．３％で、基準であります３５０％には満ちておりませんで、これも基準内であ

ります。前年度からは１２．５ポイント改善しております。次に、公営企業の資金不足比率に

つきましては、水道事業会計など４会計、水道事業と電気事業、農業集落排水事業、下水道事

業がこれに該当しますが、この決算においても資金不足はありませんでした。以上、本町は早

期健全化基準を下回っており、資金不足比率も不足額を生じていないこと、いわゆる健全な財

政状況であることをご報告いたしますが、財政状況自体は厳しい状況であることから、今後と

も計画的な財政運営に努めてまいります。また、この結果につきましては、広報紙やホームペ

ージ等で公表いたします。以上で、財政政策課からの報告を終わります。

○議長（湊俊文） これより質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これを

もって質疑を終わります。これで報告第５号、令和３年度決算における健全化判断比率及び資

金不足比率について、報告を終わります。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第５ 報告第６号 放棄した債権の報告について

○議長（湊俊文） 日程第５、報告第６号、放棄した債権の報告について、報告を求めます。

箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは報告第６号につきまして概要を説明します。議案集の２ページをお

願いします。報告第６号、放棄した債権の報告について。北広島町債権管理条例第１５条第１

項の規定により、町の非強制徴収債権を放棄したので、同条第２項の規定により、これを報告

するものです。詳細につきましては担当から説明します。

○議長（湊俊文） 税務課長。

○税務課長（植田優香） 報告第６号、放棄した債権の報告についてにつきまして、税務課からご

報告いたします。令和３年度中に北広島町債権管理条例に基づき放棄しました非強制徴収債権

は、水道料金、農業集落排水使用料、きたひろネット利用料の３つの債権です。内訳は、議案

集の３ページをご覧ください。水道料金６件、農業集落排水使用料１件、きたひろネット利用

料２件で、調定年度は、いずれも平成２８年度で、それぞれの債権額は記載のとおりであり、

合計９件で、９万５７８３円です。放棄した債権は、いずれも消滅時効期間が満了しており、

時効完成までに回収できなかった理由ですが、調査した結果、本人が所在不明で納付折衝がで

きない。また、差し押さえることができる収入や財産もない等で、回収の見込みがない債権で

ございます。このたびの債権放棄についてご理解をお願いいたしまして、報告とさせていただ

きます。なお、令和３年度の町全体の未収債権等状況一覧を決算審査特別委員会資料として配

付しておりますので、ご参考にしてください。以上でございます。

○議長（湊俊文） これより質疑を行います。質疑はありませんか。８番、梅尾議員。

○８番（梅尾泰文） ８番、梅尾泰文であります。毎年議案によって、９月に債権の関係の不納欠

損が出るわけでありますが、時効というのがありますから、５年の時効で、平成２８年度の分
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がこのたび出てきたという状況は分かります。理由も、所在不明である、あるいは差押えする

財産がないということでありますが、この５年間のうちにどういう取組をされたのか、５年が

来るのをただ待っていたということではないというふうに思いますが、そのあたりの取組が、

それぞれの課によっても違うのかもしれませんが、トータル的なことと、それから特に農業集

落排水については１件でありますが、金額が３万６４３２円と少し金額的に多いというふうに

思いますので、何か月分でこうなってきたのかということも詳しくお伝えをしていただきたい

と思います。

○議長（湊俊文） 上下水道課長。

○上下水道課長（寺川浩郎） まず、水道料金の回収の取組でございますけど、今回、放棄した債

権の中で、所在不明の方につきましては４件でございます。既に北広島町から町外のほうに出

られておりまして、なかなかその追跡が追うことができないということで、このたび時効を迎

えたということでございます。それから残りの２件につきましては、生活実態の不明が１件で、

生活保護等を申請されておりまして、返済の見込みのない方が１件でございます。それから先

ほどの農業集落排水の使用料の１名でございますけど、合計で７か月分の処分でございます。

以上でございます。

○議長（湊俊文） 総務課長。

○総務課長（川手秀則） きたひろネット利用料について総務課からお答えします。２件債権放棄

をさせていただくわけですけども、上段のものが、先ほども上下水道課からあったように、町

外に転出されておりまして、所在不明となっております。それから下段のものが生活保護受給

者ということで、資力がなく返済の見込みがないということで放棄させていただきました。

以上でございます。

○議長（湊俊文） 梅尾議員。

○８番（梅尾泰文） 先ほどお聞きしまして、特に農業集落排水の月数が７か月ということで、７

か月の間、何らかの措置はされていると思いますが、余りにも長い月、知らんうちにおらんよ

うになったというふうなことでもないんでしょうから、そのつながりの取り方がどうなのかと

いうことと、それから特に今は農業集落排水を言いましたから、農業集落排水は使用を止める

というような措置は多分ないと思いますが、上段の水道料金についても、月数がかなり長いの

が仮にあるとすれば、水道は停止をすることができるわけでありますから、そういう取組のこ

ともされて、結果がこれだろうと思いますが、そこのところもう少し詳しくお伝えいただきた

いと思います。

○議長（湊俊文） 上下水道課長。

○上下水道課長（寺川浩郎） 水道料金の徴収の取組でございますけど、今、議員が申されました

とおり、給水停止ということも含めて収納に努めておるところでございますけど、今回、放棄

をさせていただいた件数の中で、一番月数の多いのは１２月でございます。過去の経緯につい

ては、手元に今全て資料を持っておりませんが、町外に既に転出されておられるということで、

給水停止ができないとか、しても回収できないという状況で、現在はもう所在不明ということ

で追跡ができず、このたび放棄をさせていただいたということでございます。それから農業集

落排水１件、７か月でございますけど、こちらの方も収納については再三にわたり取組はして

おったところでございますけど、先ほどの水道料金の中にもありましたが、生活保護の受給を

されているということで、返済の見込みがなくなったということでございます。



- 9 -

○議長（湊俊文） ほかに質疑はありませんか。２番、伊藤立真議員。

○２番（伊藤立真） ２番、伊藤立真です。今、るる説明をいただいてますけども、ちょっと確認

なんですけど、この債権の放棄の関係で、時効の援用が１項の１号にあると思いますけど、こ

れに該当している、援用があったものがあったかどうか、お聞かせください。

○議長（湊俊文） 総務課長。

○総務課長（川手秀則） きたひろネット利用料についてはございません。

○議長（湊俊文） 上下水道課長。

○上下水道課長（寺川浩郎） 水道料金、それから農業集落排水使用料につきましてもありません。

○議長（湊俊文） ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わり

ます。これで報告第６号、放棄した債権の報告について、報告を終わります。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第 ６ 議案第５３号 令和３年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第１６ 議案第６３号 令和３年度北広島町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

○議長（湊俊文） 日程第６、議案第５３号、令和３年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてから、日程第１６、議案第６３号、令和３年度北広島町水道事業会計利益の処分及び決

算の認定についてまでの決算認定関係１１議案を一括議題とします。以上、１１議案について

提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは議案集の４ページから１４ページまでをお願いします。議案第５３

号、令和３年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第６３号、令和３年

度北広島町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてまで、１１会計の決算認定議案に

ついて説明します。議案第５３号から議案第６２号までは、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定をお願いするものです。議案第６３号は、

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるとともに地方公営企業法第

３０条第４項の規定により別紙監査委員の意見をつけて議会の認定をお願いするものです。よ

ろしくお願いします。

○議長（湊俊文） これで提案理由の説明を終わります。次に、令和３年度北広島町一般会計、特

別会計及び事業会計の決算審査１１件について、山根代表監査委員から審査結果並びに監査意

見の報告を受けます。山根代表監査委員。

○代表監査委員（山根千昭） 代表監査委員の山根でございます。令和３年度北広島町決算審査報

告を行います。さきに町長より依頼がありました令和３年度北広島町各会計の歳入歳出決算審

査につきましては、去る７月２６日から８月３日までの間で実質６日間、森脇監査委員ととも

に審査を行いました。審査結果につきましては、お手元にお配りしております北広島町決算審

査意見書のとおりであります。審査の手続と結果につきましては、町長より提出された各会計

決算書並びに財産に関する調書に関して、関係法令に適合して調製されているか否かについて、

その関係帳簿等を照合し、併せてその予算執行状況について、関係各課より説明をいただき、

審査を行いました。審査の結果でございますけど、令和３年度北広島町各会計歳入歳出決算１

１件につきましては、関連法令に準拠し調製されており、いずれも誤りのないものと認められ
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ました。意見書の２ページから８ページまでは、決算状況に係る意見書を掲げております。９

ページ以降は、一般会計の歳入歳出の予算執行状況、１９ページ以降は、特別会計、事業会計

の予算執行状況について掲載をしておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。また

令和３年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率の審査報告書につきましても併せて

提出しておりますので、申し添えておきます。以上もちまして、監査委員の令和３年度北広島

町決算審査報告とさせていただきます。令和４年９月６日、北広島町代表監査委員山根千昭。

○議長（湊俊文） これをもって山根代表監査委員の報告を終わります。山根代表監査委員、森脇

監査委員には夏の大変暑い時期に長期にわたり審査をしていただき、大変お疲れさまでござい

ました。決算認定関係１１議案については、後日審議、採決を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１７ 発議第７号 決算審査特別委員会の設置について

○議長（湊俊文） 日程第１７、発議第７号、決算審査特別委員会の設置についてを議題とします。

先ほど町長より提案のありました令和３年度北広島町決算認定関係１１議案については、さき

の議会運営委員会で協議が行われ、決算審査特別委員会を設置し、審査を付託するよう決定さ

れました。したがって、議長を除く議員全員による決算審査特別委員会を設置し、審査を付託

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。（異議なしの声あり）

○議長（湊俊文） ご異議なしと認めます。したがって、令和３年度北広島町決算認定関係１１議

案については、議長を除く議員全員による決算審査特別委員会を設置し、審査を付託すること

に決定しました。なお、決算審査特別委員会委員長に５番、佐々木議員、副委員長に６番、山

形議員を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。（異議なしの声あり）

○議長（湊俊文） ご異議なしと認めます。したがって、決算審査特別委員会委員長に５番、佐々

木議員、副委員長に６番、山形議員を指名いたします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１８ 議案第６４号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例から

日程第２３ 議案第６９号 北広島町児童遊園設置及び管理条例を廃止する条例

○議長（湊俊文） 日程第１８、議案第６４号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例から、日程第２３、議案第６９号、北広島町児童遊園設置及び管理条例を廃止する条例ま

での６議案を一括議題とします。以上、６議案について提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） 議案集１５ページをお願いします。議案第６４号、職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例について説明します。本案は、地方公務員の育児休業等に関する

法律の改正に伴い、条例の一部を改正することについて町議会に提案するものです。議案集の

２０ページをお願いします。議案第６５号、北広島町大朝グラウンド設置及び管理条例の一部

を改正する条例について説明します。本案は、大朝グラウンドを人工芝生化を行うに当たり、

管理位置の追加、使用料などの変更に伴い、条例の一部を改正することについて町議会に提案
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するものです。議案集の２３ページをお願いします。議案第６６号、北広島町宿泊研修施設の

設置及び管理条例の一部を改正する条例について説明します。本案は、浴室利用料金の値上げ

に伴い、条例の一部を改正することについて町議会に提案するものです。議案集２５ページを

お願いします。議案第６７号、北広島町サテライトオフィス設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について説明します。本案は、貸出オフィスの使用料設定に伴い、条例の一部

を改正することについて町議会に提案するものです。議案集２９ページをお願いします。議案

第６８号、北広島町営住宅設置、整備及び管理条例の一部を改正する条例について説明します。

本案は、北広島町営住宅等長寿命化計画に基づき、一部住宅を老朽化により用途廃止し、除去

することに伴い、条例の一部を改正することについて町議会に提案するものです。議案集３１

ページをお願いします。議案第６９号、北広島町児童遊園設置及び管理条例を廃止する条例に

ついて説明します。本案は、新庄児童遊園及び大朝児童遊園の廃止に伴い、条例廃止について

町議会に提案するものです。以上、詳細につきましては、各担当から説明します。

○議長（湊俊文） 総務課長。

○総務課長（川手秀則） 議案第６４号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、総務課からご説明申し上げます。議案集１５ページをお願いします。本条例は、地方

公務員の育児休業等に関する法律が改正公布されたことに伴うものです。改正法は、働きなが

ら育児がしやすい環境整備をさらに進めるため、人事院の意見の申し出等を踏まえた国家公務

員に係る規定の改正内容に準じて、地方公務員の育児支援に係る規定の改正を行うものです。

本条例の主な改正内容は、職員が同一の子について育児休業を取得することができる回数、現

行１回を２回まで取得可能とする。また、これとは別に産後パパ育休として従来の育児休業と

は別に父親が子の出生日から８週間以内に育児休業を２回まで取得できる制度が創設されたも

のです。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長（湊俊文） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（矢部芳彦） 議案第６５号、北広島町大朝グラウンド設置及び管理条例の

一部を改正する条例について、まちづくり推進課からご説明いたします。議案書の２０ページ

をお願いします。新旧対照表内の第２条、位置の規定について、管理位置、８０１番地の５を

新たに追加するものです。これは公認のサッカーコート２面を整備するに当たり、不足する土

地２７４㎡分を確保したための措置でございます。続いて第１０条第２項、使用料の規定につ

いて、管理の都合上、使用者による使用料の後納を認める条文を新たに追加するものでござい

ます。続いて２１ページをお願いします。別表第１０条関係の改正について、１時間当たりの

１面ないし２面での使用料の上限額を町内外高校生以下、一般の別で、使用者を区分する規定

に変更するものでございます。なお、それぞれの使用料は記載のとおりでございます。施行日

は、令和４年１０月１日となっております。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） 商工観光課長。

○商工観光課長（中川克也） 議案第６６号、北広島町宿泊研修施設の設置及び管理条例の一部を

改正する条例につきまして、商工観光課からご説明申し上げます。議案集２３ページをお願い

いたします。本条例は、宿泊研修施設アザレア千代田の浴室利用料金、入浴料でございますが、

これにつきまして上限額を条例で定めております。昨今の原油価格高騰や水道料金、電気料金

の値上げなどにより経営に影響を与えていることから、入浴料の値上げ見直しをするに当たり、

条例中で定めている上限額を改正するものでございます。続きまして、議案第６７号、北広島
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町サテライトオフィス設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明い

たします。議案集は２５ページから２７ページでございます。本条例は、本年３月定例会にお

きましてご承認いただきました北広島町サテライトオフィス設置及び管理に関する条例におい

て、お試しオフィス部分以外の貸出スペース、旧教室４部屋などにつきまして貸し出す場合の

使用料を設定し、併せてそれに伴う使用許可の取消し、使用者の費用負担、使用料の減免など

の規定を定めるものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） 建設課長。

○建設課長（竹下秀樹） 議案第６８号、北広島町営住宅設置、整備及び管理条例の一部を改正す

る条例について、建設課からご説明申し上げます。議案集２９、３０ページをお願いいたしま

す。平成３０年策定の北広島町町営住宅等長寿命化計画において用途廃止の判断をしておりま

す大塚団地を別表第１から削除し、用途廃止するものでございます。大塚団地は、平成３０年

１０月に最後の入居者が転居され、現在まで募集を停止しており、全室空き家の状況です。建

築年も昭和４８年と古く、全体の老朽化も激しいため用途廃止をする予定でございます。用途

廃止後は除却をする予定です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 議案第６９号、北広島町児童遊園設置及び管理条例を廃止する条例につ

いて、福祉課よりご説明いたします。議案集３１ページをお願いします。今回提案させていた

だきました廃止条例は、旧新庄保育所に隣接する新庄児童遊園及び大朝２４１１番地にありま

す大朝児童遊園の土地を児童遊園としての用途から外し、その土地の利活用を図るため廃止す

るものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） これをもって提案理由の説明を終わります。以上、６議案については、後日審

議、採決を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２４ 議案第７０号 広島県水道広域連合企業団の設置について

○議長（湊俊文） 日程第２４、議案第７０号、広島県水道広域連合企業団の設置についてを議題

とします。本案について提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） 議案集３３ページをお願いします。議案第７０号、広島県水道広域連合企業

団の設立について説明します。本案は、広島県水道広域連合企業団を設立するに当たり、地方

自治法第２８４条第３項の規定により、同企業団の規約を定め、当該の地方公共団体と協議す

るため、同法第２９１条の１１の規定により町議会の議決を求めるものです。詳細につきまし

ては担当から説明します。

○議長（湊俊文） 上下水道課長。

○上下水道課長（寺川浩郎） 議案第７０号、広島県水道広域連合企業団の設立について、上下水

道課からご説明申し上げます。議案集は３３ページから３６ページをお願いします。水道広域

連合企業団の設立につきましては、広島県と竹原市、三原市、府中市、三次市、庄原市、東広

島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、熊野町、北広島町、大崎上島町、世羅町及び神石高

原町の１４市町において、水道事業の健全な経営基盤を確立し、地方公共団体の責務として、
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将来にわたり、安心・安全な水を適切な料金で安定供給できる水道システムを構築するため、

ご提案しておりますとおり、同企業団の規約を制定し、令和４年１１月、広島県水道広域連合

企業団設立に向けて広島県及び当該の１４市町と協議をするものでございます。以上で説明を

終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。

○議長（湊俊文） これをもって提案理由の説明を終わります。本案については、後日審議、採決

を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２５ 議案第７１号 令和４年度北広島町一般会計補正予算（第５号）から

日程第３２ 議案第７８号 令和４年度北広島町水道事業会計補正予算（第１号）

○議長（湊俊文） 日程第２５、議案第７１号、令和４年度北広島町一般会計補正予算第５号から、

日程第３２、議案第７８号、令和４年度北広島町水道事業会計補正予算第１号までの８議案を

一括議題とします。以上、８議案について提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、令和４年度補正予算の概要について一括して説明します。別冊の

令和４年度補正予算書をお願いします。議案第７１号、令和４年度北広島町一般会計補正予算

第５号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億６８００万円を追加

し、予算の総額を１５９億３４００万円とするものです。今回予算補正を行う主な内容は、地

域医療介護総合確保事業の実施のほか、新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施、町道除

雪事業等道路維持修繕事業の実施に係る費用などを計上しております。なお、人件費につきま

して、４月の人事異動などによる各会計間、予算科目間で所要の調整を行っております。繰越

明許費は第２表に１事業を追加し、債務負担行為補正は、第３表に１件追加をしております。

また、地方債補正は、第４表に目的別に計上しております。次の仕切りをお願いします。議案

第７２号、令和４年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算第２号です。本案は、既定の歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６００万円を追加し、予算の総額を２０億１６００万

円とするものです。今回予算補正を行う主な内容は、基金積立金及び人事異動による職員給与

費の調整などを計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第７３号、令和４年度北

広島町下水道事業特別会計補正予算第１号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ１９２０万円を追加し、予算の総額を６億９０２０万円とするものです。今回予算

補正を行う主な内容は、電気料金の増による光熱水費、施設の機器等修繕などを計上しており

ます。次の仕切りをお願いします。議案第７４号、令和４年度北広島町農業集落排水事業特別

会計補正予算第１号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７０万円

を追加し、予算の総額を３億５７７０万円とするものです。今回予算補正を行う主な内容は、

電気料金の増による光熱水費、施設の機器等修繕などを計上しております。次の仕切りをお願

いします。議案第７５号、令和４年度北広島町介護保険特別会計補正予算第３号です。本案は、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３００万円を追加し、予算の総額を３０億９

９００万円とするものです。今回、予算補正を行う主な内容は、介護給付費準備基金への積立

て及び国県負担金等の返還金などを計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第７

６号、令和４年度北広島町電気事業特別会計補正予算第１号です。本案は、既定の歳入歳出予
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算の総額は変更しませんが、歳出予算において基金積立金などを計上しております。次の仕切

りをお願いします。議案第７７号、令和４年度北広島町診療所特別会計補正予算第１号です。

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１００万円を追加し、予算の総額を１

億９６００万円とするものです。今回予算補正を行う主な内容は、マイナンバーカード対応の

ための整備、人事異動による職員給与費の調整などを計上しております。別冊の北広島町水道

事業会計補正予算書をお願いします。議案第７８号、令和４年度北広島町水道事業会計補正予

算第１号です。本案は、資本的収入において既決の収入予定額に１０００万円を追加し、収入

予定額を５０００万円とし、資本的支出において既決の支出予定額に１３２８万円を追加し、

支出予定額を２億７３３３万３０００円とするものです。また、第３条で、企業債の限度額４

０００万円を５０００万円に改めるものでございます。今回予算補正を行う主な内容は、配水

管の布設並びに送水ポンプの取替えに係る建設改良費の増額を行っております。以上、各会計

の詳細につきましては各担当から説明します。

○議長（湊俊文） 財政政策課長。

○財政政策課長（国吉孝治） 議案第７１号、令和４年度北広島町一般会計補正予算第５号につき

まして、財政政策課から説明いたします。事前に配付しております資料の令和４年度９月補正

予算の概要及び主要施策をご覧ください。今回一般会計の補正額は８億６８００万円の増額補

正で、補正後の予算額は１５９億３４００万円となります。編成上のポイントとしましては、

地域医療介護総合確保事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業、道路維持修繕事業、町道

除雪事業などの追加でございます。下段は、一般会計、特別会計の当初予算からの補正の状況

を掲載しております。裏面をご覧ください。９月補正における主要施策を第２次北広島町長期

総合計画改訂版の施策分野に沿って記載をしております。また、表中右端に予算書計上のペー

ジを記載しておりますので、後ほど予算書と一緒にご覧いただければと思います。施策分野Ⅰ．

活力ある産業の創造と成長では、選果場施設整備事業補助金ほかとして２０２６万６０００円、

地域資源保全活用事業交付金ほかとして４１１万１０００円の追加などを、にぎわいと活気に

満ちたまちづくりでは、芸北海洋センター施設整備工事請負費４２３８万３０００円の減額及

び火葬場修繕工事請負費４９５万８０００円の追加などを、Ⅲ．安心して元気に暮らせる地域

の創出では、障害福祉サービス措置費委託料ほかとして３４１万４０００円を、介護施設等整

備費補助金５４５７万５０００円、新型コロナウイルスワクチン接種事業費９０９５万８００

０円の追加などを、Ⅳ．生活基盤の強化・強靱化では、薪ストーブ補助金３０万円、生活用水

取水施設整備補助金１２００万円、町道維持工事請負費、除雪委託料ほかとして１億９９２４

万５０００円の追加などを、Ⅴ．住民のための行財政運営では、ふるさと寄附金に係る受領書

発送等委託料ほかとして４９６７万２０００円、財政調整基金積立金２億１５００万円、特定

目的基金積立金１億円の追加などを計上しております。この一覧表中に※を付記しております

事業につきましては、事業目的、事業概要などの説明資料を添付しております。次に、別冊の

補正予算書の第２表をご覧ください。第２表繰越明許費でございます。２款総務費、１項総務

管理費の１事業について、令和５年度へ繰越しをするものでございます。次に、補正予算書の

第３表をご覧ください。債務負担行為でございます。指定管理料の増額に係る追加１件を計上

しております。また、第４表に地方債補正を目的別に計上しております。臨時財政対策債の借

入限度額の確定に伴う減額調整、一般単独事業の追加、辺地対策事業債、過疎対策事業債の減

額によりまして、補正後の借入限度額を総額で１０億８１５０万５０００円とするもので、補
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正前より５６９７万２０００円の減額となります。以上で、財政政策課からの説明を終わりま

す。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） 町民課長。

○町民課長（大畑紹子） 議案第７２号、令和４年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算第２

号について町民課からご説明申し上げます。歳出の事項別明細書１ページ、２ページをお願い

いたします。今回の補正は、主に人事異動などに伴うものです。まず、１款１項１目一般管理

費については、人件費を９万４０００円増額、次に１款２項１目賦課徴収費についても人件費

を１５１万４０００円増額、５款３項１目総合保健施設事業費については、人件費を５５１万

８０００円減額するものです。次のページ、３ページ、４ページをお願いいたします。６款１

項１目財政調整基金積立金については、１８９１万円増額するものです。次に、９款１項１目

予備費については、１１００万円増額するものです。次に戻っていただきまして、歳入の事項

別明細書１ページ、２ページをお願いいたします。３款１項１目保険給付費等交付金について

は、特別交付金を２３４万円減額するものです。５款１項１目一般会計繰入金については、職

員給与費等繰入金を１５７万円減額するものです。５款２項１目財政調整基金繰入金について

は、１０６１万４０００円減額するものです。６款１項１目その他繰越金については４０５２

万４０００円増額するものです。以上で、町民課からの説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○議長（湊俊文） 上下水道課長。

○上下水道課長（寺川浩郎） 議案第７３号、令和４年度北広島町下水道事業特別会計補正予算第

１号について、上下水道課からご説明申し上げます。補正予算書、歳出事項別明細書１、２ペ

ージをお願いします。歳出、１款１項１目一般管理費を３３０万円の増額、２款１項１目下水

道新設費を９万５０００円の増額、２款１項２目下水道管理費を１５８９万３０００円の増額、

４款１項１目予備費を８万８０００円の減額、合計１９２０万円の増額をお願いするものでご

ざいます。一般管理費の公課費３３０万円の増額でございますが、これは令和４年度中に支払

う消費税及び地方消費税の納付額が確定したことによるものでございます。次に、下水道新設

費の職員給与費９万５０００円の増額は、人事異動による補正でございます。次に、下水道管

理事業の需用費１５３１万１０００円の増額でございますが、これは各下水道施設の高騰して

おります電気代の見込み額と、大朝地区内のマンホールポンプ、千代田浄化センターの機械器

具等の修繕を行うものでございます。職員給与費の５８万２０００円の増額は人事異動による

補正でございます。これに調整で予備費８万８０００円の減額を合わせまして、歳出合計１９

２０万円の増額をするものでございます。また、これに対する歳入でございますが、１ページ

戻っていただきまして、歳入事項別明細書１、２ページをお願いします。歳入、４款１項１目

一般会計繰入金を１６０４万６０００円の増額、５款１項１目繰越金を３１５万４０００円増

額し、合計で歳出と同額の１９２０万円の増額をお願いするものでございます。次の仕切りを

お願いします。続いて議案第７４号、令和４年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算

第１号についてご説明申し上げます。補正予算書、歳出事項別明細書１、２ページをお願いし

ます。歳出、１款１項１目一般管理費を３万２０００円の増額、２款１項１目農業集落排水新

設費を５６０万円の減額、２款１項２目農業集落排水管理費を７２６万８０００円増額し、合

計１７０万円の増額をお願いするものでございます。総務管理費の一般管理費３万２０００円

の増額でございますが、これは人事異動に伴います職員給与費に係る増額でございます。次に
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農業集落排水新設費でございます。農業集落排水新設事業の工事請負費５６０万円の減額でご

ざいますが、これは千代田中央処理区内において、住宅の造成の予定がございましたが、計画

が中止されたため減額するものでございます。次に、農業集落排水管理事業の需用費７２７万

８０００円の増額でありますが、下水道事業と同様に電気代の見込み額が増えたことと、千代

田、豊平各地域の処理施設にあります老朽化した機械器具等の修繕を行うものでございます。

また、これに対する歳入でございますが、１ページ戻っていただきまして、歳入事項別明細書

１、２ページをお願いします。歳入、４款１項１目一般会計繰入金を３２７万６０００円の増

額、５款１項１目繰越金を３２２万４０００円の増額、７款１項１目農業集落排水債を４８０

万円の減額、合計で、歳出と同額の１７０万円増額をお願いするものでございます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 議案第７５号、令和４年度北広島町介護保険特別会計補正予算第３号に

ついて、保健課からご説明申し上げます。歳出の事項別明細書１ページ、２ページをお願いし

ます。４款１項２目介護予防ケアマネジメント事業費については、２３万７０００円を増額す

るものです。これは１０月の介護報酬改定に伴う地域包括支援センターシステムの改修費とな

ります。４款３項１目総合相談事業費を２万７０００円、３目包括的・継続的ケアマネジメン

ト支援事業費を３万３０００円の増額については、いずれも人件費の調整となります。５款１

項１目介護給付費準備基金積立金は１５３５万６０００円を増額し、１５５０万７０００円と

します。３ページ、４ページお願いします。７款１項１目第１号被保険者保険料還付金につい

ては、１００万円を増額するもので、これは令和３年度の還付未済金を還付するものです。２

目償還金については、４１２４万１０００円を増額するもので、前年度の地域支援事業交付金

の事業費精算によるものでございます。７款２項１目一般会計繰出金については、５１０万６

０００円を増額し、前年度の一般会計からの繰入金についての精算を行うものとなります。次

に戻っていただきまして、歳入の事項別明細書１ページ、２ページをお願いします。１款１項

１目第１号被保険者保険料ですが、６万７０００円増額するものです。これは歳出の地域支援

事業分の増額補正に伴うものでございます。続きまして、３款２項１目調整交付金を１万２０

００円増額し、同じく２目地域支援事業交付金を７万２０００円増額、次の４款１項２目地域

支援事業支援交付金を６万４０００円の増額で、いずれも歳出の補正に伴う公費等の負担割合

分となります。次のページをお願いします。５款２項１目地域支援事業交付金については４万

円を増額するもので、歳出の補正に伴う増額となります。７款１項３目地域支援事業繰入金は、

４万２０００円を増額する法定負担割合の公費分となります。７款２項１目介護給付費準備基

金繰入金は、３０５４万２０００円減額し、６７６万２０００円とするものです。５ページ、

６ページをお願いします。８款１項１目繰越金は９３２４万５０００円を増額し、９５４２万

２０００円とするものです。以上で、保健課からの説明を終わります。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 議案第７６号、令和４年度北広島町電気事業特別会計補正予算第１号に

つきまして、農林課から説明申し上げます。電気事業特別会計予算、事項別明細書の歳出１ペ

ージ及び２ページをお願いいたします。１款１項１目の一般管理費につきましては、職員手当

等の補正を計上しております。次に４款１項１目の電気事業基金費につきましては、３万２０
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００円増額し、３万３０００円とするものでございます。繰越金の一部を今後の機械修繕等に

備えまして積立てを行うものでございます。続いて歳入を説明いたします。前に戻っていただ

きまして、歳入の事項別明細書の１ページ、２ページをお願いいたします。１款１項１目使用

料を８４１万７０００円減額し、７６９０万１０００円とするものでございます。これは５月、

６月におきまして、雨量が少なく発電量が例年に比べて少なかったため、電気使用料の減額補

正を行うものでございます。次に、４款１項１目繰越金を８４１万７０００円増額し、８４１

万８０００円とするものでございます。これは令和３年度事業の繰越金を計上するものでござ

います。以上で、農林課からの説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（湊俊文） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 議案第７７号、令和４年度北広島町診療所特別会計補正予算第１号につ

いて、保健課からご説明申し上げます。歳出の事項別明細書１ページ、２ページをお願いしま

す。１款１項１目一般管理費については、７８８万１０００円減額するものです。これは３診

療所の職員給与費等の人件費の調整になります。２目の訪問看護事業費は２１万２０００円減

額するもので、職員手当等の人件費の調整となります。２款１項１目医療用機械器具費につい

ては、６６万６０００円増額するもので、雄鹿原診療所、八幡診療所でオンライン視覚確認機

器を導入するものとなります。次に戻っていただきまして、歳入の事項別明細書１ページ、２

ページをお願いします。４款１項１目一般会計繰入金ですが、１０１７万４０００円を減額す

るものです。これは歳出で説明しました職員の人件費によるものと、次の５款１項１目繰越金

を１０６７万５０００円を増額することによるものです。それぞれ３診療所の内訳は、２ペー

ジに記載のとおりとなります。６款２項１目雑入を４９万９０００円増額するものです。これ

は歳出で説明しましたオンライン視覚確認機器の導入に係る補助分となります。以上で、保健

課からの説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） 上下水道課長。

○上下水道課長（寺川浩郎） 議案第７８号、令和４年度北広島町水道事業会計補正予算第１号に

ついて、上下水道課からご説明申し上げます。別冊の令和４年度北広島町水道事業会計補正予

算書第１号の６ページ、令和４年度北広島町水道事業会計補正予算説明書をお願いします。資

本的収入及び支出でございます。資本的収入については、企業債の借入れを１０００万円増額

し、資本的支出については建設改良費を１３２８万円増額するものでございます。補正の理由

につきましては、工事請負費の１１８８万円は、千代田工業団地に送水をしております加圧ポ

ンプが１基経年劣化により故障したため、緊急取替えを行うものでございます。これと、千代

田地域、丁保余原地区にアパートが増設されるに当たり配水管を延長するものでございます。

次に、工具・器具備品の１４０万円でございますが、水道広域事業団による事業開始に向け、

北広島事務所を開設するに当たり、備品等を購入するための費用をお願いするものでございま

す。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） これをもって提案理由の説明を終わります。以上、補正予算関係８議案につい

ては、後日審議、採決を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第３３ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について
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○議長（湊俊文） 日程第３３、諮問第１号、人権擁護委員の推薦についてを議題とします。本件

について提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは議案集のほうへ戻っていただきまして、３８ページをお願いします。

諮問第１号、人権擁護委員の推薦について説明します。人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、次の方を人権擁護委員の候補者として法務大臣へ推薦したいので、町議会の意見を求め

るものです。候補者の住所、氏名を申し上げます。広島県山県郡北広島町中祖２０６番地、水

野元さんです。よろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） これで提案理由の説明を終わります。お諮りします。諮問第１号、人権擁護委

員の推薦については、水野元さんを適任とすることにご異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）

○議長（湊俊文） ご異議なしと認めます。したがって、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につい

ては、適任とすることに決定しました。以上で、本日の日程は全部終了いたしました。次の本

会議は、９月１３日午前１０時から一般質問の予定となっておりますので、よろしくお願いい

たします。本日はこれで散会します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １１時 ３４分 散 会

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～


